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の し ろ 市 議 会 だ よ り 　

タ
ブ
レ
ッ
ト
端
末
の
活
用
に
つ
い
て

○
議
員
個
人
所
有
の
端
末
使
用
に
つ
い
て

意
見

個
人
の
端
末
を
使
用
す
る
場
合
、

セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
ー
対
策
で
の
安
全
性
が
担

保
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
。

意
見

他
市
議
会
で
個
人
所
有
の
端
末
を

使
用
し
て
い
る
事
例
も
あ
り
、
個
人
の
端

末
を
使
用
す
べ
き
。

○
使
用
範
囲

意
見

セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
ー
対
策
で
当
初
は

庁
舎
内
に
限
定
し
、
徐
々
に
範
囲
を
広
げ
る
。

○
職
員
の
使
用
の
有
無
や
そ
の
範
囲

意
見

議
会
事
務
局
以
外
は
、
当
局
の
判

断
に
任
せ
る
べ
き
。

意
見

委
員
会
出
席
職
員
ま
で
が
望
ま
し

い
。

○
通
信
費
及
び
端
末
を
リ
ー
ス
し
た
場
合

意
見

基
本
は
公
費
負
担
と
す
べ
き
。

意
見

庁
舎
内
で
使
用
す
る
場
合
は
、
Ｗ

ｉ
ー
Ｆ
ｉ
に
よ
り
通
信
費
が
か
か
ら
な
い
。

使
用
範
囲
を
庁
舎
外
に
広
げ
た
と
き
に
、

協
議
し
て
は
ど
う
か
。

○
ペ
ー
パ
ー
レ
ス
化
へ
の
対
応

意
見

移
行
期
間
を
設
け
て
段
階
的
に
進

め
る
。

協
議
結
果　

将
来
の
タ
ブ
レ
ッ
ト
端
末
導

入
を
方
針
と
す
る
と
と
も
に
、
導
入
の
在

り
方
を
決
定
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
検
討

す
べ
き
諸
課
題
が
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

政
治
倫
理
の
確
立
に
つ
い
て

意
見

平
成
25
年
改
正
前
の
条
例
第
11
条

の
再
考
に
つ
い
て
、
改
正
前
条
例
の
市
工

事
請
負
契
約
等
の
遵
守
事
項
等
の
一
部
修

正
等
を
検
討
す
る
に
当
た
り
、
改
選
期
で

時
間
的
制
約
が
あ
り
、
改
選
後
に
協
議
し

て
は
ど
う
か
。

協
議
結
果　

非
常
に
重
要
な
項
目
の
た
め
、

検
討
す
る
十
分
な
時
間
が
必
要
で
あ
る
。

意
見

条
例
第
３
条
第
６
号
、
議
員
と

し
て
の
発
言
ま
た
は
情
報
発
信
に
つ
い
て
、

情
報
分
野
の
進
歩
か
ら
検
討
が
必
要
で
あ

り
、
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
策
定
も
考
え
ら
れ
る
。

協
議
結
果　

非
常
に
重
要
な
項
目
の
た
め
、

検
討
す
る
十
分
な
時
間
が
必
要
で
あ
る
。

●
特
別
委
員
会
の
解
散

　

任
期
が
迫
る
中
、
残
さ
れ
た
期
間
で
全

て
の
調
査
を
完
了
す
る
こ
と
は
困
難
な
た

め
、
議
会
改
革
調
査
特
別
委
員
会
は
３
月

を
も
っ
て
解
散
し
ま
し
た
。

　

な
お
、
議
会
改
革
の
推
進
に
向
け
、
議

員
定
数
、
タ
ブ
レ
ッ
ト
端
末
の
活
用
、
政

治
倫
理
の
確
立
に
つ
い
て
は
、
改
選
後
も

調
査
を
行
う
こ
と
を
要
望
す
る
旨
、
報
告

し
ま
し
た
。

（
安
岡
明
雄
）

◆
１
月
21
日
の
委
員
会
で
は
タ
ブ
レ
ッ
ト

端
末
の
活
用
、
政
治
倫
理
の
確
立
に
つ
い

て
引
き
続
き
協
議
を
行
っ
た
。

タ
ブ
レ
ッ
ト
端
末
の
活
用
に
つ
い
て

意
見

タ
ブ
レ
ッ
ト
端
末
を
導
入
し
て
い

る
他
市
議
会
が
お
お
む
ね
公
費
負
担
の
た

め
、
本
市
も
同
様
と
し
て
は
ど
う
か
。

協
議
結
果　

導
入
す
る
こ
と
、
公
費
負
担

と
す
る
方
向
で
検
討
を
進
め
、
意
見
集
約

の
際
に
、
公
費
負
担
に
対
す
る
説
明
責
任

が
伴
う
と
の
文
言
を
付
け
加
え
る
こ
と
と

し
た
。

政
治
倫
理
の
確
立
に
つ
い
て

意
見

第
11
条
第
１
項
、
関
係
私
企
業
の

届
出
は
、
条
例
策
定
時
に
旧
市
町
議
会
か

ら
の
申
し
送
り
事
項
等
を
踏
ま
え
、
十
分

議
論
し
た
経
緯
か
ら
現
行
の
ま
ま
で
よ
い
。

協
議
結
果　

現
行
ど
お
り
と
し
た
。

意
見

平
成
25
年
改
正
前
条
例
第
11
条
の

再
考
に
つ
い
て
、
議
員
の
職
務
執
行
等
の

公
正
さ
の
確
保
等
を
考
え
検
討
す
べ
き
。

協
議
結
果　

引
き
続
き
協
議
す
る
こ
と
と

し
た
。

◆
３
月
定
例
会
で
は
、
前
回
の
協
議
結
果

に
基
づ
き
具
体
的
な
検
討
を
行
っ
た
。

し
新
た
に
立
ち
上
げ
た
観
光
コ
ン
テ
ン
ツ

で
、
今
後
の
運
行
に
つ
い
て
は
、
様
々
な

課
題
が
あ
る
と
捉
え
て
い
る
。
他
方
、
役

七
夕
は
市
を
代
表
す
る
伝
統
行
事
で
あ
る

と
同
時
に
観
光
コ
ン
テ
ン
ツ
で
も
あ
り
、

同
行
事
と
の
連
携
も
課
題
の
一
つ
と
考
え

て
い
る
た
め
、
課
題
解
決
に
向
け
、
天
空

の
不
夜
城
協
議
会
と
調
整
し
て
い
き
た
い
。

質
　
市
営
住
宅
供
給
事
業
費
に
関
し
、
万

町
住
宅
建
替
事
業
の
今
後
の
予
定
は
ど
の

よ
う
に
な
っ
て
い
る
か
。

答　

４
年
度
は
建
替
住
宅
の
実
施
設
計
の

ほ
か
、
解
体
及
び
外
構
工
事
の
実
施
設
計

等
を
行
い
、
５
年
度
に
既
存
の
建
物
を
解

体
、
同
年
度
か
ら
６
年
度
に
か
け
て
建
設
、

７
年
度
か
ら
入
居
開
始
予
定
で
あ
る
。

（
伊
藤
洋
文
）

議
会
改
革
調
査

特
別
委
員
会

市営万町住宅


